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1. ADR・ODRとは
・裁判と裁判外紛争解決⼿続
・ADRの実施主体
・オンラインで⾏うADR



裁判と裁判外紛争解決⼿続
4

裁判外紛争解決手続のことをいいます。

ADR とは
AｌｔｅｒｎａｔｉｖｅDｉｓｐｕｔｅRｅｓｏｌｕｔｉｏｎ



裁判と裁判外紛争解決⼿続
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裁判

紛争解決の手段

ADR（中立の第三者が当事者の間に入り、話合いで和解を目指す）

調停 あっせん

・ 裁判所が行うもの（民事調停、家事調停）

・ 行政機関が行うもの（公害等調整委員会、労働委員会など）

・ 民間事業者が行うもの（弁護士会ADR、認証ADR）

ADRの実施主体
❖ ❖

・ 裁判官

・ 公開

・ 民事訴訟法に
従った手続

各分野の専門家 非公開 ニーズに応じた柔軟な手続進行が可能

仲裁
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オンラインで⾏うADR

ODR
Online 

Dispute 

Resolution

オンラインで行うことにより、これらの負担が軽減されます！



2. 認証ADRの制度
・法務⼤⾂による認証と認証の基準
・認証ADRの特例
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法務⼤⾂による認証／認証の基準

ADR法（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律）

に基づく法務大臣による認証制度

❖ 民間団体による調停・あっせん等の和解の仲介の業務を対象
❖ 厳格な基準の審査をクリアした場合に限り認証を付与

❖ ❖認証の基準の一例

・ 事業者が、取扱う紛争に応じた、必要な知識や能力等を有していること

・ 公正中立な第三者を調停人として選任できる体制を整えていること

・ 暴力団に関与する者でないこと

・ 調停を実施する者が弁護士でない場合には、弁護士の助言を受けられる措置を定めてい

ること
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認証ADRの特例

認証を受けた事業者が行うADRに認められる特例

◎ 時効の完成猶予

◎ 訴訟手続の中止

◎ 調停前置の特則

◎ 特定和解への執行力の付与
（ただし、以下の紛争に関しては、執行力は付与できません。）

・ 消費者契約に関する紛争

・ 個別労働関係紛争

・ 養育費などの金銭債権以外の人事・家庭に関する紛争
・・・



3. 近時の法務省の取組
・令和８年の改正⺠法施⾏に向けて
・情報提供の整備
・⼿続実施体制の整備
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令和８年の改正⺠法施⾏に向けて

❖民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（衆ｰ６項、参ｰ８項）

政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮を

すべきである。

「父母による子の養育が互いの人格の尊重及び協力関係のもとで適切に

進められるよう」、「離婚前後の子の養育に関する講座の受講や共同養育計画

の作成を促進するための事業に対する支援、ＡＤＲの利便性の向上など、関係

府省庁及び地方公共団体等と連携して必要な施策の検討を図ること」。
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情報提供の整備
民間ＡＤＲを含む

多様な選択肢が

適切に提示される

仕組み作り

裁判所

❖ウェブサイトでの

情報提供等

認証ＡＤＲ（法務省）

❖家事紛争に対応できる認証ＡＤＲ機関の検索を容易に

-かいけつサポートＨＰ上の検索を可能に

❖認証ＡＤＲについての分かりやすい情報発信

-かいけつサポートＨＰでの情報発信
-関係機関で提供可能な媒体の作成

弁護士会

❖ 各種法律相談場面でのＡＤＲ
に関する情報提供

❖ ウェブサイトでの情報提供

その他相談機関（法テラス・自治体等）

❖ウェブサイト、電話・窓口対応等での情報提供

オンラインでの情報発信

WebWeb

WebWeb

WebWeb

WebWeb

WebWeb

協力・連携

弁護士会ＡＤＲ

❖弁護士会ADRについての

分かりやすい情報発信

-ウェブサイトでの情報発信
-関係機関で提供可能な媒体の作成

日弁連 各弁護士会協力・連携
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⼿続実施体制の整備
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情報提供の整備
法務省運営

「かいけつサポート」HP

https://www.adr.go.jp

TOPページを
下にスクロール

すると…⇒



4. 認証ADR事業者について
・認証ADRで取扱う紛争の種類
・事業主体と調停⼈
・家事事件取扱い事業者の例
・認証ADR事業者へのアクセス⽅法の御案内
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認証ADRで取扱う紛争の種類

生活環境
ゴミや騒音などの近隣関係のトラブル

犬の噛みつき事故によるトラブル

交通
自転車事故の治療費請求に関するトラブル

消費者
自動車や家電製品の欠陥に関するトラブル

契約に関するトラブル

商事
事業再生や事業承継に関するトラブル

知的財産に関するトラブル

民事上の一般的なトラブル
金銭の貸し借りに関するトラブル

不動産
土地の境界に関するトラブル

原状回復費用に関するトラブル

マンションの管理に関するトラブル

労働
残業代不払いに関するトラブル

パワハラ・セクハラに関するトラブル

不当解雇に関するトラブル



17
事業主体と調停⼈／家事事件取扱い事業者の例

事業主体

調停人

❖ 全国各地にある171の民間事業者が活動中（R7.10.31現在）

弁護士会・司法書士会等の士業団体、業界団体、各種法人、株式会社、個人 など

弁護士、取扱う紛争について専門的な知識や経験を有する者

❖ 家事事件取扱い事業者の例 ❖

事業主体

調停人

弁護士会、公益法人、親子交流支援団体、相談支援団体、
アプリ開発企業、家庭裁判所調査官の経歴を持つ個人 など

弁護士、元家庭裁判所調査官、家庭裁判所の家事調停委員 など

認証ADRは各事業者で特長も様々。当事者双方からカウンセリングを行い、じっくりと話を聞き関係を構築する
ことに力を入れている事業者、オンライン上で簡易に手続を進める事業者、親子交流支援も行う事業者等

→認証ADRの一番の特長は、各事業者によって実施する紛争解決手続が多様であること
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認証ADR事業者へのアクセス⽅法の御案内

法務省運営

「かいけつサポート」HP

https://www.adr.go.jp

詳細検索

取扱いの多い紛争や認証ADR事業者一覧からも探せます。
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各認証ADR事業者の詳細ページ

● 各認証ADR事業者のページに、詳細な案内があります！
● 各項目をクリックすると詳細が表示されます。

※一例

● 事業者を選ぶ際の御参考に ●



御清聴ありがとう
ございました。


